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新興国市場でのビジネスと人権リスク 

 

１．背景 

 

 

２． 基盤となる認識 

 統治が不安定な政府の許可だけでは不十分 

→現地法でなく、国際レベルの行動を 

 政府だけでなく、市民の理解を得ることが必須（Social license to operate） 

 ステークホルダーとのエンゲージメント 

→「影響を受ける利害関係者」と直接対応し、解決策を探る 

自社内の管理対応はその後 
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